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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月2日(2012.11.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　＜第１実施形態＞
　図１（Ａ）は本発明の一実施形態に係るゴルフクラブヘッド１０の正面図（フェース部
２１側から見た図）、図１（Ｂ）はゴルフクラブヘッド１０の分解図である。ゴルフクラ
ブヘッド１０は中空体をなしており、その周壁が、フェース面（打撃面）を形成するフェ
ース部２１と、ゴルフクラブヘッド１０の上部を形成するクラウン部２２と、ゴルフクラ
ブヘッド１０の底部を形成するソール部２３と、ゴルフクラブヘッド１０の側部を形成す
るサイド部２４と、を構成している。また、ゴルフクラブヘッド１０はシャフトが取付け
られる円筒状のホゼル部２５を備える。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　ゴルフクラブヘッド＃１～＃５は、いずれも同一形状で同一容積のドライバ用の中空ヘ
ッドであって、その材料のヤング率（縦弾性係数）を１２５ＧＰに設定した。このような
ヤング率を有する材料としては例えばチタン合金を挙げられる。各部の肉厚は、フェース
部で３．０ｍｍ、クラウン部で０．７ｍｍ、ソール部で０．８ｍｍ、サイド部で０．７ｍ
ｍとした。
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